
低入札価格調査制度の事前辞退について 
 

令和３年５月  
 
 低入札価格調査制度を適用する案件について、電子入札システムでの入札書提出時に、入
札金額が調査基準価格を下回った際（低入札価格調査の対象となった場合）に調査を受ける
か否かの意思を表示するものとします。（令和３年３月２７日から画面に表示） 
 令和３年６月１日以降に公告される低入札価格調査制度を適用する案件から、運用を開
始します。 
 
 低入札価格調査制度を適用する案件に応札される方は、入札書提出の際に低入札価格調
査の対象になった場合に調査を「辞退する」又は「辞退しない」を選択してください。 
 「辞退する」を選択した場合、低入札価格調査の対象になっても「低入札価格調査書類提
出依頼書」は発行されず、調査を辞退したものとして取り扱います。 
 
 ※ 指名競争入札・随意契約以外の案件（条件付一般競争、総合評価等）についてはすべ

て表示され、どちらかを選択しないと、次画面に進めない設定になっています。 
 ※ 最低制限価格制度適用の案件についても同様ですが、どちらを選択しても入札に影

響はありません。 

 


